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教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のための 
ガイドラインについて 

の長 殿 



 

子ども・子育て支援新制度において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

者は、事故の発生又は再発を防止するための措置及び事故が発生した場合に市町村、

家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされている。このことを踏まえ、国の子

ども・子育て会議において、行政による再発防止に関する取組のあり方等について検

討すべきとされた。 

これを受け、平成 26 年９月８日「教育・保育施設等における重大事故の再発防止

策に関する検討会」が設置され、昨年 12 月に重大事故の発生防止のための今後の取

組みについて最終取りまとめが行われたところである。 
この取りまとめでは、各施設・事業者や地方自治体が事故発生の防止等や事故発生

時の対応に取り組み、それぞれの施設・事業者や地方自治体ごとの実態に応じて教

育・保育等の実施に当たっていくために参考とするガイドライン等を作成するよう提

言を受けた。 
今般、この取りまとめを踏まえ、特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項

や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、各施設・事業者、地方自治

体における事故発生の防止等や事故発生時の対応の参考となるよう「教育・保育施設

等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を作成したので別

添のとおり送付する。 
 ついては、本ガイドラインを内閣府、文部科学省、厚生労働省のホームページに掲

載するので、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関及び施設・事業者等で広く

活用されるよう周知を図られたい。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定す

る技術的助言として発出するものであることを申し添える。 

 

（参考） 

 ・内閣府ホームページ 

   http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html 

 

 ・文部科学省ホームページ 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1352254.htm 

  

 ・厚生労働省ホームページ 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_ 

kosodate/hoiku/index.html 

 


